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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月2日(2009.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の混合尿失禁を治療するための装置であって、
　当該装置は刺激装置を含んでおり、該刺激装置は信号発生手段を含んでおり、該信号発
生手段は、患者の尿道を収縮させるための括約筋の刺激のための、かつ、切迫尿失禁の症
状を緩和または回避するために１以上の神経を刺激するための、電気信号を供給するよう
に設けられている、
前記装置。
【請求項２】
　電気信号が、括約筋を刺激するための第１の電気信号と、１以上の神経を刺激するため
の第２の電気信号とを含んでいる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　複数の神経を刺激するために、複数の電気信号が印加される、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　複数の信号が、互いに異なる信号特性を有している、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　電気信号が、括約筋と１以上の神経とを刺激するための、予め定められたパターンを持
った単一の電気信号である、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　括約筋と１以上の神経とを刺激するための電気信号を印加するように設けられた電極を
、少なくとも１つ含んでいる、請求項１～５のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　当該装置が複数の電極を含んでおり、１以上の電極が、括約筋に刺激を与えるように設
けられ、かつ、１以上の他の電極が、１以上の神経に刺激を与えるように設けられている
、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　電極が、外尿道括約筋（ＥＵＳ）の領域内の求心性神経を刺激するように配置されるよ
うに構成されている、請求項７に記載の装置。
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【請求項９】
　当該装置が、括約筋の近位に位置するための第１の電極と、骨盤または腰椎の生体組織
内の他の場所に位置するための第２の電極とを取り付ける、電極取付け装置を含んでいる
、請求項７または請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　電極取付け装置が、内側の面と外側の面とを有する取付け要素を含んでおり、
　内側の面は括約筋近くに位置するように設けられ、かつ、該内側の面には第１の電極が
取り付けられており、外側の面には、第２の電極が取り付けられている、請求項９に記載
の装置。
【請求項１１】
　複数の電極が、括約筋の近くに取り付けられるように設けられた電極と、骨盤または腰
椎の生体組織内の他の場所で括約筋から離れて取り付けられるように設けられた電極とを
含んでいる、請求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　括約筋が、インプラントされた新性括約筋である、請求項１～１１のうちのいずれか１
項に記載の装置。
【請求項１３】
　新性括約筋が、平滑筋の新性括約筋である、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　信号発生手段が、神経を刺激するための比較的高い周波数の信号と、括約筋を刺激する
ための比較的低い周波数の信号とを発生するように設けられている、請求項１～１３のう
ちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　信号発生装置が、神経を刺激するための比較的低い強度の信号と、括約筋を刺激するた
めの比較的高い強度の信号とを与えるように設けられている、請求項１～１４のうちのい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　信号発生手段が、求心性神経を刺激するための信号を、連続的な信号として発生させる
ように設けられている、請求項１～１５のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　信号発生手段が、デューティーサイクルに従って、求心性神経を刺激する信号を発生す
るように設けられ、該信号が、ある期間にわたってオンになり、かつ、ある期間にわたっ
てオフになる、請求項１～１６のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　患者の疾患を治療するための装置であって、
　当該装置は刺激装置を有し、該刺激装置は信号発生手段を含んでおり、該信号発生手段
は、収縮性組織の刺激のために電気信号を供給するように、かつ、１以上の神経を刺激す
ることによって神経調節をも行なうように、設けられている、
前記装置。
【請求項１９】
　電気信号が、収縮性組織を刺激するための第１の電気信号と、１以上の神経を刺激する
ための第２の電気信号とを含んでいる、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　電気信号が、複数の神経の刺激のために設けられた複数の第２の電気信号を含んでいる
、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　さらに、１以上の電極を含んでおり、かつ、同じ１つの電極または同じ複数の電極が、
収縮性組織を刺激しかつ１以上の神経を刺激するための電気信号を供給するように設けら
れている、請求項１８～２０のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項２２】
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　さらに、複数の電極を含んでおり、
　信号発生手段が、収縮性組織を刺激するための電気信号と１以上の神経を刺激するため
の電気信号とを供給するための、別個の電極を利用するように設けられている、請求項１
８～２１のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】
　第１の電極が、収縮性組織の近くに位置するように設けられ、第２の電極が、他の場所
に位置するように設けられている、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　第２の電極が第１の電極の近くに置かれるように設けられている、請求項２３に記載の
装置。
【請求項２５】
　第２の電極が、第１の電極から離れて、求心性神経線維を担持する生体組織と接触して
位置するように設けられている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　疾患が便失禁である、請求項１８～２５のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項２７】
　収縮性組織が、大腸または肛門管の周りに位置する括約筋である、請求項２６に記載の
装置。
【請求項２８】
　括約筋が平滑筋の括約筋である、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　肛門直腸膜の括約筋筋塊へ求心性信号を伝える１以上の神経を刺激するための電気信号
を印加するように設けられている、請求項２６～２８のうちのいずれか１項に記載の装置
。
【請求項３０】
　信号発生手段が、仙骨神経を刺激するための電気信号を供給するように設けられている
、請求項１８～２９のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項３１】
　１以上の神経の刺激が、痛みの感覚を低減する治療のために設けられている、請求項１
８～３０のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項３２】
　収縮性組織と１以上の神経とを刺激するための電極装置であって、
　当該電極装置は、収縮性組織を刺激するために設けられた第１の電極が取り付けられて
いる取付け要素を少なくとも１つ含んでおり、かつ、１以上の神経を刺激するために取り
付けられるように設けられた第２の電極を含んでいる、
前記電極装置。
【請求項３３】
　第２の電極も、取付け要素に取り付けられている、請求項３２に記載の電極装置。
【請求項３４】
　取付け要素が内側の面と外側の面とを有し、第１の電極が内側の面に取り付けられ、第
２の電極が外側の面に取り付けられている、請求項３３に記載の電極装置。
【請求項３５】
　第２の電極が第１の電極から離れて、骨盤の生体組織内の他の場所に取り付けられるよ
うに設けられている、請求項３２～３４のうちのいずれか１項に記載の電極装置。
【請求項３６】
　複数の第２の電極がある、請求項３２～３５のうちのいずれか１項に記載の電極装置。
【請求項３７】
　複数の第１の電極がある、請求項３２～３６のうちのいずれか１項に記載の電極装置。
【請求項３８】
　取付け要素が、長さ寸法と幅寸法とを持っており、長さ寸法が幅寸法よりも大きく、そ
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のために該取付け要素が細長い形状になっている、請求項３２～３７のうちのいずれか１
項に記載の電極装置。
【請求項３９】
　さらなる取付け要素を有し、作動において、取付け要素とさらなる取付け要素とが、収
縮性組織を間にして互いに反対位置に位置するように設けられている、請求項３２～３８
のうちのいずれか１項に記載の電極装置。
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